
東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

七

月

二

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

八

号

東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

三

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。第

四

条

第

二

項

中

「

主

任

介

護

支

援

専

門

員

」

の

下

に

「

（

以

下

「

主

任

介

護

支

援

専

門

員

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

た

だ

し

、

主

任

介

護

支

援

専

門

員

の

確

保

が

著

し

く

困

難

で

あ

る

等

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

場

合

に

つ

い

て

は

、

介

護

支

援

専

門

員

（

主

任

介

護

支

援

専

門

員

を

除

く

。

）

を

前

項

に

規

定

す

る

管

理

者

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

付

則

第

二

項

の

見

出

し

を

削

り

、

同

項

の

前

に

見

出

し

と

し

て

「

（

管

理

者

に

係

る

経

過

措

置

）

」

を

付

し

、

同

項

中

「

平

成

三

十

三

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

」

に

、

「

第

四

条

第

二

項

」

を

「

第

四

条

第

二

項

本

文

」

に

改

め

、

「

介

護

保

険

法

施

行

規

則

第

百

四

十

条

の

六

十

六

第

一

号

イ

に

規

定

す

る

」

を

削

り

、

「

第

四

条

第

一

項

」

を

「

同

条

第

一

(３)

項

」

に

改

め

、

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

３

令

和

三

年

四

月

一

日

以

後

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

、

第

四

-1-



条

第

二

項

本

文

」

と

あ

る

の

は

「

令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

法

第

四

十

六

条

第

一

項

の

指

定

を

受

け

て

い

る

事

業

所

（

同

日

に

お

い

て

当

該

事

業

所

に

お

け

る

第

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

管

理

者

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

管

理

者

」

と

い

う

。

）

が

、

主

任

介

護

支

援

専

門

員

で

な

い

も

の

に

限

る

。

）

に

つ

い

て

は

、

第

四

条

第

二

項

本

文

」

と

、

「

介

護

支

援

専

門

員

（

主

任

介

護

支

援

専

門

員

を

除

く

。

）

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

引

き

続

き

、

同

日

に

お

け

る

管

理

者

で

あ

る

介

護

支

援

専

門

員

を

」

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

-2-



東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

七

月

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

九

号

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

５

特

別

定

額

給

付

金

給

付

事

業

実

施

要

綱

（

令

和

二

年

五

月

八

日

二

北

区

戸

第

五

千

十

二

号

）

第

八

条

た

だ

し

書

の

規

定

に

基

づ

き

支

給

す

る

特

別

定

額

給

付

金

に

つ

い

て

は

、

第

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

課

長

の

請

求

に

基

づ

き

、

資

金

前

渡

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

６

第

八

十

三

条

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

資

金

前

渡

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

中

「

に

掲

げ

る

」

と

あ

る

の

は

、

「

及

び

付

則

第

五

項

に

掲

げ

る

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

七

月

十

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

号

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

（

）

条

例

付

則

第

三

項

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

業

務

５

条

例

付

則

第

三

項

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

業

務

は

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

（

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

を

指

定

感

染

症

と

し

て

定

め

る

等

の

政

令

（

令

和

二

年

政

令

第

十

一

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

患

者

等

が

宿

泊

す

る

施

設

内

そ

の

他

区

長

が

認

め

る

場

所

に

お

い

て

、

当

該

患

者

等

と

接

触

し

、

又

は

接

し

て

行

う

業

務

と

す

る

。

（

）

条

例

付

則

第

四

項

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

６

条

例

付

則

第

四

項

の

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

額

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

業

務

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

額

と

す

る

。

一

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

患

者

等

に

接

触

し

、

又

は

長

時

間

に

わ

た

り

接

し

て

行

う

業

務

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

区

長

が

認

め

る

業

務

従

事

し

た

日

一

日

に

つ

き

四

千

円

二

前

号

に

掲

げ

る

業

務

以

外

の

業

務

従

事

し

た

日

一

日

に

つ

き

三

千

円

付

則

-1-



こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

付

則

第

五

項

及

び

第

六

項

の

規

定

は

、

令

和

二

年

一

月

二

十

七

日

か

ら

適

用

す

る

。
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東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

七

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

一

号

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

を

定

め

る

規

則

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

（

令

和

二

年

五

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

号

）

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

、

施

行

日

以

後

初

め

て

東

京

都

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

会

議

（

東

京

都

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

会

議

設

置

要

綱

（

令

和

二

年

五

月

十

四

日

付

二

総

防

管

第

七

百

四

十

四

号

。

以

下

「

要

綱

」

と

い

う

。

）

第

一

条

に

規

定

す

る

東

京

都

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

会

議

を

い

う

。

）

の

監

視

に

よ

り

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

（

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

を

指

定

感

染

症

と

し

て

定

め

る

等

の

政

令

（

令

和

二

年

政

令

第

十

一

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

を

い

う

。

）

に

係

る

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

指

標

（

要

綱

第

二

⑴

の

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

指

標

を

い

う

。

）

の

う

ち

感

染

状

況

に

係

る

も

の

の

総

括

コ

メ

ン

ト

が

「

感

染

が

拡

大

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

」

以

外

に

変

更

さ

れ

た

日

の

翌

日

か

ら

起

算

し

て

三

十

日

を

経

過

す

る

日

ま

で

と

す

る

。

付

則

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

を

定

め

る

規

則

（

令

和

二

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

九

号

）

は

、

廃

止

す

-1-



る

。
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